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  平成22年７月９日 

岩手県人事委員会       

委員長 及 川 卓 美  

岩手県人事委員会規則第22号 

   職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の育児休業等に関する規則（平成４年岩手県人事委員会規則第15号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例（平成４

年岩手県条例第７号。以下「育児休業条例」という。）第３

条、第７条第１項、第８条、第11条から第13条まで、第20条

第２項及び第23条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し

必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例（平成４

年岩手県条例第７号。以下「育児休業条例」という。）第７

条第１項、第８条、第12条、第13条、第20条第２項及び第23

条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 （再度の育児休業をすることができる場合の子の養育の方法） 

第４条 育児休業条例第３条第４号の人事委員会規則で定める

方法は、育児休業法その他の法律による育児休業並びに育児

短時間勤務（育児休業法第10条第１項に規定する育児短時間

勤務をいう。以下同じ。）及びこれに類する所定労働時間を

短縮することにより子の養育を支援する方法とする。 

第４条 削除 

 （育児休業に係る子が死亡した場合等の届出）  （育児休業に係る子が死亡した場合等の届出） 

第６条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅

滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。 

第６条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅

滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。 

 (１)～(５) ［略］  (１)～(５) ［略］ 

 (６) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態とし

て養育できることとなった場合 

 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （育児休業をしている職員の職務復帰）  （育児休業をしている職員の職務復帰） 

第７条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休

職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失っ

たとき又は育児休業の承認が取り消されたとき（育児休業条

例第５条第２号に掲げる事由に該当したことにより承認が取

り消された場合を除く。）は、当該育児休業に係る職員は、

職務に復帰するものとする。 

第７条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休

職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失っ

たとき又は育児休業の承認が取り消されたとき（育児休業条

例第５条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消

された場合を除く。）は、当該育児休業に係る職員は、職務

に復帰するものとする。 

 （育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過

しない場合に育児短時間勤務をすることができる場合の子の

養育の方法） 

 

第12条 第４条の規定は、育児短時間勤務の終了の日の翌日か

ら起算して１年を経過しない場合に育児短時間勤務をするこ

とができる場合について準用する。 

第12条 削除 

 

 （育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続）  （育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続） 



第14条 ［略］ 第14条 ［略］ 

２ 第３条第２項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の

延長の請求について準用する。 

２ 第３条第２項の規定は、育児短時間勤務（育児休業法第10

条第１項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。）の

承認又は期間の延長の請求について準用する。 

 （育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出）  （育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出） 

第15条 第６条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

この場合において、同条第１項第６号中「育児休業に係る子

を職員以外の当該子の親が常態として養育できることとなっ

た」とあるのは、「育児休業条例第14条第１号に掲げる事由

が生じた」と読み替えるものとする。 

第15条 第６条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

 

 （部分休業の承認の請求手続）  （部分休業の承認の請求手続） 

第19条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書又は電

磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法であって人事委員会が定めるものを

いう。）により行うものとする。 

 

第19条 部分休業（育児休業法第19条第１項に規定する部分休

業をいう。以下同じ。）の承認の請求は、部分休業承認請求

書又は電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって人事委員会が定め

るものをいう。）により行うものとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

別記様式（第14条関係） 別記様式（第14条関係） 

 ［略］  ［略］ 

請求に係る子 請求者以外の子の親 

氏 名  氏 名  
氏名

 

続 柄 
 子との同 

・ 別 居 
□同居 □別居 続柄

 

生 年 月 日 年 月 日生 
就業の有

無 
□ 有 □ 無

請求

に係

る子
生年

月日
年 月 日生

 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正前の職員の育児休業等に関する規則に規定する別記様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用

することができる。 
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